
令 和 ８ 年 度 芳 賀 町 障 害 者 優 先 調 達 推 進 方 針  

 

令 和 ８ 年 ５ 月 ３ １ 日 制 定  

 

１  趣 旨  

「 国 等 に よ る 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 の 推 進 等 に

関 す る 法 律 （ 以 下 「 障 害 者 優 先 調 達 推 進 法 」 と い う 。）」 第 ９ 条 の

規 定 に よ り 、 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 の 推 進 を 図 る

た め の 方 針 を 定 め 、 本 町 に お け る 障 害 者 優 先 調 達 の 一 層 の 推 進 を

図 る 。  

２  用 語 の 定 義  

本 方 針 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 障 害 者 優 先 調 達 推 進 法 に お い

て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

３  適 用 範 囲  

本 方 針 の 適 用 範 囲 は 、 町 の 全 て の 機 関 が 発 注 す る 物 品 又 は 役 務

（ 以 下 「 物 品 等 」 と い う 。） の 調 達 と す る 。  

４  調 達 の 対 象 と な る 障 害 者 就 労 施 設 等  

調 達 の 対 象 と な る 障 害 者 就 労 施 設 等 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  「 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の

法 律 （ 以 下 「 障 害 者 総 合 支 援 法 」 と い う 。）」 に 基 づ く 事 業 所 等  

  ア  障 害 者 支 援 施 設 （ 生 活 介 護 、 就 労 移 行 支 援 、 就 労 継 続 支 援

を 行 う 入 所 施 設 ）  

  イ  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー  

  ウ  生 活 介 護 事 業 所  

  エ  就 労 移 行 支 援 事 業 所  

  オ  就 労 継 続 支 援 事 業 所 （ A 型 ・ B 型 ）  

( 2 )  障 害 者 基 本 法 に 基 づ き 国 ・ 地 方 公 共 団 体 の 助 成 を 受 け て い る

小 規 模 作 業 所  

( 3 )  障 害 者 優 先 調 達 推 進 法 の 政 令 に 基 づ く 事 業 所  

  ア  「 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 障 害 者 雇 用

促 進 法 」 と い う 。）」 に 基 づ く 子 会 社 の 事 業 所 （ 特 例 子 会 社 ） 

  イ  重 度 障 害 者 多 数 雇 用 事 業 所 （ ※ ）  

    （ ※ ） 要 件 ① ～ ③ い ず れ の 条 件 も 満 た す こ と  

    ①  障 害 者 の 雇 用 者 数 が ５ 人 以 上  

    ②  障 害 者 の 割 合 が 従 業 員 の ２ ０ ％ 以 上  

    ③  雇 用 障 害 者 に 占 め る 重 度 心 身 障 害 者 、 知 的 障 害 者 及 び  

     精 神 障 害 者 の 割 合 が ３ ０ ％ 以 上  

( 4 )  障 害 者 雇 用 促 進 法 に 基 づ く 在 宅 就 業 障 害 者 等  



  ア  自 宅 等 に お い て 物 品 の 製 造 、 役 務 の 提 供 等 の 業 務 を 自 ら 行

う 障 害 者 （ 在 宅 就 業 障 害 者 ）  

  イ  在 宅 就 業 障 害 者 に 対 す る 援 助 の 業 務 等 を 行 う 団 体 （ 在 宅 支

援 団 体 ）  

５  調 達 の 対 象 品 目  

   調 達 を 推 進 す べ き 物 品 等 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  物 品  

ア  食 品 類 （ 弁 当 、 菓 子 、 パ ン 等 ）  

  イ  印 刷 物 類 （ 報 告 書 、 リ ー フ レ ッ ト 、 ち ら し 等 ）  

  ウ  日 用 品 類 （ 被 服 、 旗 類 ）  

  エ  農 作 物 類 （ 花 苗 、 野 菜 、 プ ラ ン タ ー 等 ）  

  オ  普 及 ・ 啓 発 用 品 類  

  カ  そ の 他 障 害 者 就 労 施 設 等 が 提 供 可 能 な 物 品  

( 2 )  役 務  

  ア  資 源 回 収 作 業  

  イ  施 設 ・ 公 園 等 の 除 草 ・ 清 掃 作 業  

  ウ  そ の 他 障 害 者 就 労 施 設 等 が 提 供 可 能 な 役 務  

６  調 達 の 推 進 方 法  

( 1 )  年 度 ご と の 調 達 目 標  

年 度 ご と に 、 前 年 度 の 調 達 実 績 や 当 該 年 度 の 調 達 予 定 を 勘 案 し

て 、当 該 年 度 に 調 達 す る 物 品 等 に つ い て の 目 標（ 以 下「 調 達 目 標 」

と い う 。） を 定 め る 。  

( 2 )  情 報 収 集 及 び 提 供  

物 品 等 の 情 報 収 集 及 び 受 注 調 整 に 当 た っ て は 、 各 部 署 に 周 知 の

上 、 発 注 推 進 を 図 る よ う に す る 。 ま た 、 障 害 者 就 労 施 設 等 か ら 提

供 可 能 な 物 品 等 に つ い て は 、 当 該 施 設 等 か ら の 情 報 を も と に 随 時

情 報 提 供 す る 。  

７  調 達 方 針 及 び 調 達 実 績 の 公 表  

( 1 )  本 方 針 を 策 定 又 は 見 直 し を し た と き は 公 表 す る 。  

( 2 )  調 達 実 績 に つ い て は 、 翌 年 度 の ５ 月 末 ま で に 概 要 を 取 り ま と

め 公 表 す る 。  

８  調 達 の 目 標  

   令 和 ８ 年 度 調 達 目 標 を 、 次 の と お り 設 定 す る 。  

   目 標 額  ７ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円  

９  そ の 他  

障 害 者 就 労 施 設 等 か ら の 物 品 等 の 調 達 の 推 進 に 資 す る よ う に 、

必 要 に 応 じ て 、 本 方 針 の 見 直 し を 行 う も の と す る 。  


